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地方独立行政法人長野市民病院 平成 29 年度年度計画 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置 

１ 市民病院が担うべき医療 

(1) 救急医療 

   ア 長野医療圏北部の救急医療の拠点としての機能維持・強化 

     急性期医療を担う地域の中核病院として地域医療に貢献するため、365

日 24 時間救急医療を提供し、緊急治療・検査、緊急入院に迅速に対応す

るとともに、救急に関わる専門性を持ったスタッフの確保・育成に取り組

み、地域救命救急センターを志向する中で、高度救急医療体制を構築し、

長野医療圏北部の救急医療の拠点としての機能維持・強化を図る。 

     なお、緊急で入院を必要とする救急患者については、救急専用病棟（ECU）

で受入れを行うとともに、救急対応により急性期を脱した患者については、

在宅復帰を支援するほか、適切に地域の関係機関との連携を図る。 

イ 救急搬送患者の円滑な受入 

消防や医師会等の関係機関と連携を図り、救急車を原則として断らない

体制を維持し、救急搬送患者の円滑な受け入れに努める。 

     また、中山間地域等からのドクターヘリによる搬送患者についても積極

的に受け入れを行う。 

   ウ 長野市医師会との協働による夜間初期救急医療の提供 

長野市医師会との協働による長野市民病院・医師会 急病センターの運営

に努め、夜間初期救急医療を提供する。 

   エ 地域の救急医療の質向上 

救急隊との症例検討会等の開催並びに救急救命士の実習への協力などを

通して、地域の救急医療の質向上に貢献する。 

【指標・目標】 

指標 平成 27年度実績 平成 29年度目標 

救急車搬送受入件数（件） 4,325              4,475   

【関連指標】 

指標 平成 27年度実績 

救急患者受入件数（件） 19,951  

救急入院患者受入件数（件） 3,835  

(2) がん診療 

   ア 地域がん診療連携拠点病院としての高度専門的ながん診療の提供 

     地域がん診療連携拠点病院として、がん集学的治療を推進し、高度専門的

ながん診療の提供を図る。 
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     また、がん治療センターについては、平成29年４月より「がんセンター」

に名称変更し、引き続きチーム医療による質の高い治療を提供するとともに、

がんに関わる有資格者の確保・育成を図り、がん診療の更なる水準維持・向

上に努める。 

     さらに、平成29年１月より標榜した肝臓・胆のう・膵臓外科に続き、平成

29年４月より頭頸部外科を新たに開設し、がん診療体制の一層の充実を図る。  

   イ 先進技術を活用した診療体制の強化 

     先進技術を活用し患者に負担の少ない治療を推進するため、前立腺がん、

腎臓がんに続き、胃がんについてもロボット支援手術の症例数を着実に増や

すなど内視鏡手術の充実を図るほか、放射線治療装置の増設を検討し、放射

線治療の体制強化に取り組む。 

   ウ 化学療法の質向上 

     がん化学療法の専門的知識を有する多職種によるチーム医療を推進し、患

者にとって最適な治療法を提供することで、化学療法の一層の質向上を図る。 

エ 緩和ケア提供体制の強化 

     院内横断的な組織の整備等を通じて緩和ケア提供体制を強化するほか、が

ん診療病棟における緩和ケア機能の充実を図る。 

   オ 相談支援体制の充実 

     がん相談支援センターの体制充実を図り、院内外のがん患者・家族、医療

機関等からの相談等に適切に対応するとともに、就労に関する相談支援につ

いても積極的に推進する。 

   【指標・目標】 

指標 平成 27年度実績 平成 29年度目標 

がん新入院患者数（人） 3,178    3,200

【関連指標】 

指標 平成 27年度実績 

放射線治療件数（件） 11,252  

外来化学療法件数（件） 6,618  

がん手術件数（件） 1,284  

がん相談件数（件）    2,413  

(3) 高度で専門的な医療 

    地域の医療機関との連携及び役割分担を一層推進し、次のような施策により、

急性期かつ高度で専門的な医療を提供できる体制の整備に努める。 

   ア 脳卒中治療の体制強化 

     急性期脳梗塞に対するrt-PA（アルテプラーゼ）静注療法や血栓回収療法

等の脳血管内治療を推進し、包括的脳卒中センターとして脳卒中治療の体制

強化を図る。 

     また、引き続き専門医師が病院外で画像診断を行えるシステムを活用し、

時間外においても迅速かつ適切に診断を行う体制を維持する。  
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   イ 四肢外傷治療の充実 

     四肢外傷・機能再建センターを中心に、救急センターと連携し、時間外救

急患者に対しては病院外での画像参照システムの活用等により迅速かつ適

切に診断を行い、四肢外傷治療の充実を図る。 

     また、専門知識を有するスタッフで構成する骨粗鬆症チームの活動を通し

て、大腿骨の２次骨折予防に注力するなど骨粗鬆症治療の質向上を図る。 

   ウ 虚血性心疾患治療の充実 

     心臓血管センターにおいて、急性心筋梗塞や狭心症に対する緊急心臓カテ

ーテル検査・治療をはじめ、不整脈のアブレーション治療などの充実を図る

とともに、平成29年４月より新たに心臓血管外科を開設し、循環器系疾患に

対する外科的治療の導入を図る。 

   エ 糖尿病治療の充実並びに透析治療の拡充 

     平成28年10月より開設した糖尿病・腎センターを中心に糖尿病治療の充実

を図り、看護師による糖尿病外来及びフットケア外来における療養指導をは

じめ、透析予防に係る指導や栄養指導等を積極的に行うほか、透析室の拡充

も検討しつつ、更なる透析治療の体制強化に取り組む。 

   オ 救急・重症病棟（ICU/SCU/HCU・CCU）の機能強化   

     集中治療室（ICU）の上位施設基準の年度内取得をめざすほか、脳卒中ケ

アユニット（SCU）及びハイケアユニット（HCU・CCU）の効率的な運用に努

め、脳・心臓・血管診療の機能強化に取り組む。 

   カ 放射線診断の充実 

     放射線診断の質向上を目指し、医療機器の更新等に合わせ平成28年11月よ

り導入した最新型CTを効率的に運用し、放射線診断の充実を図る。 

   キ 手術部門の機能強化 

     麻酔科医及び看護師の増員をはじめとするスタッフの充実、並びに手術室

の有効利用等により、手術部門の機能強化に取り組む。 

     また、専門知識を有するスタッフで構成する周術期管理チームの活動を通

して、手術を受ける患者に安全・安心な周術期環境を提供する。 

   ク 口腔ケア体制の機能強化 

がん周術期、糖尿病、摂食・嚥下機能障害等の患者に対する口腔ケアを積

極的に推進し、口腔ケア体制の機能強化を図る。 

【関連指標】 

指標 平成 27年度実績 

全身麻酔手術件数（件） 2,877  

(4) 高齢者等に配慮した医療 

    地域の医療機関や介護サービス事業所等との連携及び役割分担を一層推進

し、高齢者等で認知症を持つ急性期患者に対しては、院内に認知症ケアチーム

（仮称）を設置するなど適切な対応に努めるとともに、急性期後の患者等に対

しては、自院の病床機能の見直し及び在宅医療を担うかかりつけ医等との連携

を踏まえ、平成28年８月より開設した地域包括ケアセンターの体制充実を図る。
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(5) その他の政策的医療 

人口減少、少子・高齢化対策や中山間地域対策など、これからの時代を見据

えた市の政策と協働し、小児救急や小児心身症・発達障害等の診療、並びに不

妊治療に関する医療提供体制の充実を図る。     

(6) 予防医療 

市の健康福祉部門と連携しながら、予防医療の充実を図るため、平成28年10

月より導入した土曜日ドックの運用を維持しながら受診枠拡大に取り組み、キ

ャンセル待ちの解消に努める。 

また、子宮がん検診にHPV（ヒトパピローマウィルス）検査を導入するなど、

オプション検査の充実を図る。 

さらに、特定健康診査及び特定保健指導などを通して、がん、その他生活習

慣病の早期発見・早期治療を推進する。 

(7) 災害時対応 

ア 災害発生時の備えとしての医療・救護体制の整備 

大規模災害時を想定し、施設・設備の改修・補強、並びに備蓄等の拡充の

検討を行うとともに、訓練や研修を充実させるなど、医療・救護体制の整備

に努める。 

     また、市との連携のもと、新型インフルエンザなどの感染拡大の早期収束

に向けた対応や原子力発電所事故による広域災害等の対策にも取り組む。

     さらには、災害発生時にも継続して医療を提供できるよう、電子カルテシ

ステムのバックアップ体制の整備を図る。 

イ 市との連携のもと、災害対策等で果たすべき一定の役割 

県庁所在地の公立病院として、市との連携により地域の防災体制の中で拠

点としての役割を担うべく、災害対策等への積極的な協力に努める。 

ウ 大規模災害時の救護班派遣要請への対応 

他都道府県において大規模災害が発生した場合、公的機関からの救護班の

派遣要請には可能な限り対応する。 

２  患者サービスの向上 

(1) 患者中心の医療 

ア 患者の視点に立ち、患者の権利を尊重することによるインフォームド・コ

ンセントの徹底 

長野市民病院が掲げる「患者さんの権利」に則り、医療上の情報提供及び

十分な説明を受ける権利、並びに患者の自己決定権を尊重し、患者や家族に

対するインフォームド・コンセントを徹底する。 

イ 他の医療機関でのセカンド・オピニオンに対する円滑な受診支援 

患者に対するセカンド・オピニオンに関する周知を行い、患者ががんなど

に対する治療法の選択に当たり、主治医とは別の医師の意見を聴くために他

の医療機関を受診する場合、円滑に受診できるよう支援を行う。 
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(2) 快適性及び利便性の向上 

ア プライバシー確保や利便性に配慮した院内環境の整備 

外来待合や会計窓口等における患者のプライバシー確保を図るとともに、

医療費支払方法の多様化をはじめとする利便性への配慮を行うなど、院内環

境の整備に取り組む。 

イ 接遇の向上 

挨拶の励行を通じ、来院者と職員、あるいは職員同士で心が通う明るい雰

囲気づくりに努める。 

     また、患者サポートセンター、外来・病棟受付等において丁寧な窓口対応

に努めるほか、接遇に関する研修等を実施し、全職員が接遇を向上させる意

識を持って取り組む。 

ウ 外来診療の待ち時間、検査・手術待ちの改善等 

外来診療の待ち時間や検査・手術待ちの調査を行い、調査結果を踏まえた

待ち時間対策の実施を通して、患者の利便性向上に努める。 

【指標・目標】 

指標 平成 27年度実績 平成 29年度目標 

入院患者総合満足度（％） 96.2    95.0  

外来患者総合満足度（％） 86.2    90.0  

(3) ボランティアの受入れ 

地域の病院ボランティアが院内での活動を円滑に行えるよう、積極的に活動

環境を整備することなどを通して、地域との交流を推進し、患者サービスの向

上に努める。 

(4) 情報提供の推進 

市の健康福祉部門と連携しながら、広報機能を強化し、広報媒体を有効活用

した適切な情報発信、並びに市民健康講座や出前講座等の実施により、医療や

健康に関する情報提供及び普及啓発に努め、地域住民の健康の保持・増進に寄

与する。 

また、国が定める公的機関のウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に

関する指針等を踏まえ、ホームページの充実を図る。 

【関連指標】 

指標 平成 27年度実績 

市民向け講演等開催数（回） 15  

出前講座開催数（回） 55  

３  医療に関する調査及び研究 

平成29年４月より新たに設置する治験センターを通して、新薬や新しい治療法

に関する治験、市販後調査、大学などと連携した臨床研究等を推進し、医療技術

の発展に貢献するとともに、職員の研究意欲を引き出し、高度専門医療を担う病

院として、医療水準の更なる向上を図る。 
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４  医療提供体制整備 

(1) 地域医療機関等との機能分担と連携強化 

ア 地域医療支援病院としての地域完結型医療の推進 

高度急性期・急性期機能を有する地域医療支援病院として、かかりつけ医

や地域の医療機関との機能分担と連携を強化し、紹介・逆紹介を円滑に進め

ながら入退院調整機能の充実を図り、地域完結型医療を推進する。 

イ 訪問看護の充実 

地域の医療機関や介護サービス事業所等と緊密に連携しつつ、看護師の増

員等により24時間訪問看護体制の強化を図る。 

ウ 地域包括ケアシステム構築への協力と在宅医療の推進 

市との連携のもと、平成28年４月より受託した「長野市在宅医療・介護連携

支援センター事業」を行うなど、地域包括ケアシステムの構築に協力し、在

宅医療を推進する。 

エ 長野医療圏内の他の中核病院との機能分担と連携の検討 

長野医療圏内の他の中核病院との機能分担と連携の検討を行うとともに、

適切な競合と協調により長野医療圏における医療水準の向上に寄与する。 

   【指標・目標】 

指標 平成 27年度実績 平成 29年度目標 

紹介率（％） 73.1      75.0  

逆紹介率（％） 60.9  70.0  

訪問看護訪問件数（件） 5,589     5,780  

（注）紹介率及び逆紹介率は、地域医療支援病院の基準による。 

(2) 医療機器の計画的な更新･整備 

地域医療構想や患者ニーズ等を踏まえ、長野市民病院がこれまで提供してき

た高度で安全・良質な医療を持続的に提供していくための適正で分かりやすい

資金計画を策定し、地方独立行政法人制度の特長を活かした効率的で効果的な

予算執行により、計画的に医療機器の更新・整備を進める。 

(3) 病院運営に関する地域の意見の反映 

地域住民の意見を病院運営に反映するための新たな組織の設置など、病院と

地域との積極的な連携強化を図る。 

(4) 医療職の人材確保及び育成 

ア 医師、看護師、その他必要な人材の確保 

診療機能の維持・強化のため、信州大学との連携を密にして医師の確保を

図るとともに、看護師、薬剤師、その他の医療職についても適切な確保に努

める。 

イ 専門性を持った人材の育成 

専門医、認定看護師、認定薬剤師等、職員の資格取得を支援し、専門性を

持った人材の育成に努める。 
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(5) 教育研修 

ア 総合的な教育研修体制の整備 

平成28年10月より設置した教育研修センターの運営を通して、病院全体で

教育研修を推進する。 

イ 初期・後期臨床研修機能体制の整備 

総合的かつ全人的な医療を提供できる医師の育成を基本方針とし、臨床研

修プログラムの更なる充実などに取り組み、研修医から選ばれる臨床研修病

院をめざす。 

ウ 地域医療を担う医療従事者に対する高度専門臨床や研究のできる教育体

制の整備 

地域がん診療連携拠点病院及び地域医療支援病院として、地域の保健医療

に関係する医療スタッフ、その他医療関係者の生涯教育の場としての役割を

果たすため、地域医療従事者を対象とした症例検討会やがん診療に関する研

修会等を開催する。 

     また、医学生、看護学生、薬学生等の研修・実習についても積極的な受け

入れを行う。 

(6) 職員研修 

学会・研修会等への参加を積極的に奨励するとともに、計画的な研修体系を

整備し、職員のキャリアアップを支援する。 

    また、医療安全、感染対策及び保険診療等については、確実に徹底を図るた

め、職員全員を対象とした義務研修を実施する。 

５ 信頼性の確保 

(1) 医療安全対策 

ア 医療安全管理部門の機能強化 

長野市民病院医療安全管理指針に則り、医療事故を防止し、安全かつ適切

な医療の提供体制を確立するため、ゼネラルリスクマネージャー及び専従の

リスクマネージャーを中心に、インシデントやアクシデントの情報収集・分

析及び迅速なフィードバックに努める。 

     また、暴言・暴力対策についても危機管理の一環として組織的に取り組む。 

イ 医療事故や院内感染の発生・再発防止の取組 

医療安全管理、感染対策の各委員会の下部組織である医療安全チーム、感

染対策チームの日常的な現場レベルでの活動などを通して、医療事故や院内

感染の発生防止に努める。 

     また、医療事故や院内感染が発生した場合は、速やかに適切な初期対応を

行い、発生状況を調査した上で再発防止対策に取り組む。 

(2) コンプライアンス（法令・行動規範の遵守）の徹底 

ア 関係法令の遵守、行動規範の確立・実践による適正な業務運営 

医療法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、「長野市民病院の理

念」並びに医療人としての職業倫理に従い、適正な業務運営を行う。 
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イ 個人情報保護、情報公開等への適切な対応 

個人情報保護及び情報公開については、関係する法令、ガイドライン、並

びに市の関係条例等に基づき、適正に対処するほか、患者・家族から情報開

示の求めがあった場合には適切に対応する。   

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 業務運営体制の確立 

(1) ＰＤＣＡサイクル（目標による管理と評価の仕組み）の確実な実践 

ア 自律性、機動性、柔軟性及び効率性の高い業務運営体制の構築 

独立した法人組織としてのガバナンス体制を確立し、経営状況の進捗管理

を行いながら、中期目標・中期計画の達成に向けて一丸となって取り組むと

ともに、弾力的な予算執行等により、効率的かつ効果的な業務運営を図る。 

イ 人事評価制度等の再構築 

人事評価制度の適切な見直しを図ることで、職員の目標達成意欲を高め、

モチベーションの向上につなげるほか、これと関連して人事給与制度につい

ても適宜見直しを検討する。 

ウ 継続的に業務改善に取り組む仕組みの整備 

医療情報システム等のデータの利活用により診療内容等の見える化を図

り、業務改善につなげるとともに、バランスト・スコアカードの活用により、

病院運営方針を各部門に落とし込み、目標と実績管理のＰＤＣＡサイクルを

取り入れた業務運営を行う。 

また、電子カルテシステムの更新により、医療サービスの効率化を図る。 

エ 病院機能評価等の外部評価の活用 

     公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価の平成30年度の

更新審査受審に向けて準備を進める。 

     また、一般社団法人日本病院会のQIプロジェクトに継続参加し、クオリテ

ィ・インディケーター（QI）を用いて経時的に診療指標を分析するとともに、

自院と他施設とのベンチマークを行い、医療の質向上に取り組む。 

   【指標・目標】 

指標 平成 27年度実績 平成 29年度目標 

クリニカルパス適用率（％） 35.3               41.0 

病院機能評価の 

Ｓ及びＡ評価の比率（％）

次回受審は 

平成 30年度 

次回受審は 

平成 30年度 

(2) 企画力･実行力の強化 

ア 事務部門の拡充等による企画力・実行力の強化及び経営効率の向上 

経営企画、法人運営等に係る事務部門を拡充し、企画力・実行力の機能強

化を図るとともに、効率的な業務運営に努める。 

イ 医療経営、医療事務に係る専門知識を有する人材の確保・育成 

病院経営に必要不可欠な医療経営や医療事務に係る専門知識、業務経験を

有する人材の確保・育成に努める。 



9

２ 働きやすい職場環境づくり 

  (1) 働きやすい職場環境の整備 

職員のワークライフバランスに配慮し、子どもを持つ職員が働きやすい職場

環境を整備するため、院内託児所の充実及び子育て支援制度の適切な運用を図

るほか、執務環境の改善を検討するなど、働きやすい環境づくりに努める。 

(2) 職員満足度の向上 

職員満足度調査の継続的な実施により職員の意見を汲みあげるとともに、グ

ループウェアを活用して 院内広報の充実やコミュニケーションの活性化を図

り、働く職員の満足度向上に努める。 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 経営基盤の確立 

(1) 自立した経営基盤の確立 

地域住民に良質で安全な医療を継続して提供するため、地方独立行政法人の

特長を活かした経営手法により、これまで以上に経済性を発揮しながら自立し

た経営基盤の確立を図るとともに、中長期的な視野に立った業務運営によって

経営基盤の安定化を図り、将来的な運営費負担金の削減に努める。 

   【指標・目標】 

指標 平成 27年度実績 平成 29年度目標 

経常収支比率（％） 94.0    103.4  

医業収支比率（％） 87.3     93.1  

    （注１）医業収支比率は、医業収益／（医業費用＋一般管理費）×100とする。

（注２）医業収益は運営費負担金を除く。 

２ 収益の確保と費用の節減 

(1) 医療制度改革や診療報酬改定への迅速な対応  

平成30年４月の診療報酬と介護報酬の同時改定に向けて、DPC/PDPSの評価向

上をめざした適切な取組を行うなど、収益の確保を図る。 

(2) 適正な人員配置 

現行の施設基準の維持はもちろん、新規施設基準の取得や診療機能強化に見

合った有資格者等の適切な人員配置により収益の確保に努める。 

(3) 診療報酬請求漏れや査定減の防止 

増収対策プロジェクトチームの活動等により、診療報酬の算定を強化し、請

求漏れや査定減の防止対策を徹底する。 

(4) 未収金の管理と回収 

患者に対する個別の未収金管理を徹底し、未収金が発生した場合には、督促

や訪問回収を行うなど、未収金残高の低減に努める。 
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(5) 後発医薬品の採用促進をはじめとする費用節減 

コスト適正化プロジェクトチームの活動等により、院内にコスト意識の醸成

を図り、収支バランスの健全化に努める。 

具体的には、後発医薬品の採用促進及び診療材料の在庫適正化等により材料

費の削減を図るほか、節電・節水による光熱水費節減など経費の抑制に努める。 

また、医療機器の購入等においては、最も効率的な方法を検討し、費用低減

を図る。 

   【指標・目標】 

指標 平成 27年度実績 平成 29年度目標 

新入院患者数（人） 10,214     10,670  

平均在院日数（日） 11.0      10.8  

対医業収益給与費比率（％） 62.6      56.5  

対医業収益材料費比率（％） 25.0      24.9  

対医業収益経費比率（％） 19.2      16.2  

後発医薬品採用率 

（数量ベース）（％） 
76.6      82.5  

（注１）平均在院日数は地域包括ケア病棟を除く。 

（注２）医業収益は運営費負担金を除く。 

   【関連指標】 

指標 平成 27年度実績 

病床稼働率（％） 83.7  

延べ入院患者数（人） 122,517  

1 日当たり入院単価（円） 65,360  

延べ外来患者数（人） 232,700  

1 日当たり外来単価（円） 15,326  

第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 

１ 施設設備等に関する事項 

(1) 効率的な整備計画に基づく施設の増改築、設備等の更新及び維持管理

施設の増改築、設備等の更新及び維持管理については、地域医療構想や患者

ニーズ等も踏まえ、地域における医療資源等を的確に把握した上で、長野市民

病院がこれまで提供してきた高度専門的医療を持続的に提供できるよう、計画

的かつ効率的に実施する。 

(2) 適切な医療機器の整備

医療機器の整備については、365日24時間救急医療体制の維持・強化、並び

に地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院としての機能充実を図るため、

医療需要や費用対効果等も踏まえ、適時かつ適切に実施する。 
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第５ 予算（人件費の見積り含む）、収支計画、資金計画 

１ 予算（平成29年度） 

（単位：百万円）

区分 金額 

 収入 

  営業収益 14,137

   医業収益 12,757

   運営費負担金 1,355

  その他営業収益 25

  営業外収益 274

   運営費負担金 173

   その他営業外収益 101

  資本収入 0

   設立団体出資金 0

  その他資本収入 0

  計   14,410

 支出 

  営業費用 12,531

   医業費用 12,226

    給与費 6,696

    材料費 3,414

    経費 2,031

研究研修費 84

一般管理費 305

営業外費用 325

資本支出 1,045

建設改良費 338

償還金 696

その他資本支出 11

計   13,901

（注１）計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。 

（注２）診療報酬の改定、給与改定、物価の変動及び消費税率の改定は考慮していない。 

ア 人件費の見積り 

期間中総額 6,883百万円を支出する。 

      なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福  

利費及び退職手当の額に相当するものである。 
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イ 運営費負担金の基準等 

    運営費負担金については、総務省が発出する「地方公営企業繰出金につ

いて」に準じ算定した額とする。 

    また、建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担

金については、経常費助成のための運営費負担金とする。 

２ 収支計画（平成29年度） 

（単位：百万円）

区分 金額 

 収入の部  14,537

  営業収益 14,270

  医業収益 12,706

   運営費負担金収益 1,355

   資産見返負債戻入 184

 その他営業収益 25

  営業外収益 267

   運営費負担金収益 173

   その他営業外収益 94

  臨時利益 0  

 支出の部  13,981

  営業費用 13,654

   医業費用 13,341

    給与費 6,979

    材料費 3,161

    経費 2,064

    減価償却費 1,059

    研究研修費 78

   一般管理費 313

  営業外費用 327

  臨時損失 0  

 純利益  556

 目的積立金取崩額 0 

 総利益   556

（注１）計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。 

（注２）診療報酬の改定、給与改定、物価の変動及び消費税率の改定は考慮していない。 



13

３ 資金計画（平成29年度） 

（単位：百万円）

区分 金額 

 資金収入  14,410

  業務活動による収入 14,410

   診療業務による収入 12,757

   運営費負担金による収入 1,527

   その他の業務活動による収入 126

 投資活動による収入 0

  事業譲受による収入 0

  財務活動による収入 0

   設立団体出資金による収入 0

  長野市からの繰越金 0

 資金支出  14,410

  業務活動による支出 12,856

   給与費支出 6,883

   材料費支出 3,414

   その他の業務活動による支出 2,559

  投資活動による支出 338

   有形固定資産の取得による支出 338

  財務活動による支出 707

移行前地方債償還債務の償還に

よる支出 
696

   その他の財務活動による支出 11

  翌事業年度への繰越金 509

（注１）計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。 

（注２）診療報酬の改定、給与改定、物価の変動及び消費税率の改定は考慮していない。

第６ 短期借入金の限度額 

１ 限度額   1,200百万円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

  (1) 賞与支給による一時的な資金不足への対応 

  (2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給など偶発的な出費への対応 

  (3) 医療機器等の購入に係る一時的な資金不足への対応   

第７ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が発生した場合は、病院施設の整備、医療機器の購入、研修 

 や教育など人材育成と能力開発の充実に充てる。 



14

第８ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画（平成29年度） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整備 総額 338 百万円 自己資金 


